
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
　　　 ＵＲＬ 　http://www.jeed.or.jp/　　

納付金部　（電話03-5400-1644）

詳しくは、当機構又は各地域の問合せ窓口まで、
お問合せください。
　各地域の問合せ窓口の連絡先は、当機構ホームページを
ご覧ください。

法定雇用障害者数（障害者の雇用義務数）

　平成２２年７月 「改正障害者雇用納付金制度」スタート！
　　　　　　　　　　⇒　平成２３年４月申告開始！！

　　　　　　　 パートタイマーなど、短時間労働者
　　　　　　　　　　を多数雇用している事業主の皆様は、ご注意ください。

　　
　　。

１

法定雇用障害者数の算定方法

常時雇用している労働者数
（短時間労働者を除きます。）

＋＝

改正点

雇用障害者数のカウントの方法

　常時雇用している労働者であ

る障害者１人を、障害の種類・
程度及び週所定労働時間で区
分した右表の該当する欄の人数
に換算して雇用障害者数を計算

します。

　×１．８％

　 　 除外率設定業種の除外率がそれぞれ１０％ポイント引き下げられ
　 ました。

　　　　　　　 除外率が適用
　　　　　　　　　　されている事業所のある事業主の皆様は、ご注意ください。
２

週２０時間以上３０時間未満の短時間労働者も障害者雇用納付金
の申告、障害者雇用調整金等の支給申請の対象となりました。
法定雇用障害者数等の算定方法は次のとおりです。

法定雇用障害者数（障害者の雇用義務数）

（法定雇用率）

常時雇用している労働者のうち、

短時間労働者の数 ×０．５

１人

重　度 ２人

１人

障害の種類・程度

身体・知的障害者

精神障害者

週所定労働時間

３０時間以上
２０時間以上３０時間未満（短時間労働者）

平成２２年６月まで 平成２２年７月から

－

１人

０．５人

０．５人

１人

０．５人

改正点



いずれの場合も、年度途中の事業廃止等の場
合を除き、平成２３年４月１日から同年５月１６

日までの間に申告を行っていただきます。

２００人を超える月が
「４か月以上」ある。
⇒申告が必要です。

３０１人以上の月が
「２か月以上」ある。
⇒申告が必要です。

　
常時雇用している労働者数が２００人を超え３００人以下の事業主については、平成２２年７

月から平成２７年６月まで納付金の「減額特例」が適用されます。

　　・　納付金の額（１人につき月額「５０，０００円」）が「４０，０００円」に減額されます。
　　・　平成２３年度の申告において、納付金の「減額特例」の対象となるのは、平成２２年７月か
　　 ら平成２３年３月までの９か月間に、常時雇用している労働者数が３００人以下の月が「６か

　 　月以上」ある事業主です。

雇用障害者数が、法定数を
下回っている場合は、申告
期限までに納付金の納付
が必要です。
　法定数からの不足数1人につき
　月額 50,000円（※）を納付いた
　だきます。

平成２３年２月を中心に、全国で納付金の申告・申請手続きを適正、円滑に行っていただくための「障害者雇
用納付金制度事業主説明会」を開催します。開催日程等の詳細については、確定次第、当機構のホーム
ページ等でご案内いたします。是非、ご参加ください。

◇　平成２２年４月から６月
◇　平成２２年７月から平成２３年３月

各期間の労働者数により、それぞれの期間に
ついて、納付金の申告義務が生じます。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

＋

改正前の制度が適用されます。 改正制度 が適用されます。

平成２２年度
改正制度スタート

  常時雇用している
  労働者数
     短時間労働者を
        除きます。

常時雇用している労働者数  （短時間労働者を除きます。）

短時間労働者数（１人を０．５カウント）

　　

　　中小企業事業主の皆様は、ご注意ください。3

（※）納付金の減額特例

○常時雇用している労働者数が２００人を超え３００人以下の中小企
業事業主の皆様も、障害者雇用納付金の申告が必要となりました。

　 対象事業主の範囲拡大等の施行が、平成２２年７月からのため、平成２３年度に
　　　 ついては、 常時雇用している労働者数が３００人を超える事業主を含め、申告の仕

方が平成２４年度以降と異なります。

◇　平成２７年４月１日からは、常時雇用している労働者数が１００人を超え
２００人以下の中小企業事業主に納付金制度の適用が拡大されます。

平成２３年度の申告


